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平成２８年（ワ）第２４５４３号 

原  告  柳 田  辰 雄 

被  告  国立大学法人東京大学  

証 拠 申 出 書           

２０１７年 ５月２３日 

 東京地方裁判所民事第１４部合２Ａ係  御中 

 

原告訴訟代理人 弁護士  柳 原  敏 夫 

 

第１ 証人尋問の申出１ 

  1. 証人の表示 

      〒114-0032 

        東京都北区中十条１－１３－９－１０４ 

       國島 正彦（呼び出し・主尋問６０分） 

  2. 立証の趣旨 

(1) ２００８年１０月から２００９年１０月までの間の、国際政策協調学分野の教

授人事の推移  

(2) 証人が専攻長として、国際政策協調学分野の教授選考委員会の招集通知を出し、

２００９年１１月１１日に開催された同委員会の議題、審議内容、審議結果及

び学術経営委員会への報告について 

(3) ２００９年１１月１１日開催の教授選考委員会を最後に、同委員会の活動を停

止した事実、その理由及びその件について学術経営委員会への報告について 

(4) ２００９年１１月２５日に国際協力学専攻から学術経営委員会に対し、国際政

策協調学から社会的意思決定に分野変更する発議がなされた事実、発議の前に

国際協力学専攻の基幹専攻会議で当該分野変更の審議・決定をしなかった事実

及び発議の前に国際協力学専攻の教授懇談会で当該分野変更の審議・決定をし

なかった事実について 

(5) 審議結果報告書（甲１８の３）に、２００９年１１月２５日に開催し、分野変

更を審議・決定したとされる国際政策協調学分野の分野選定委員会について、

証人が専攻長として招集手続、議題、審議に関わった事実について 
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(6) 審議結果報告書（甲１８の３）の作成及び学術経営委員会に対する報告につい

て 

  3. 尋問事項 

       追って提出する。 

 

第２  証人尋問の申出２ 

  1. 証人の表示 

      〒277-8563 

    千葉県柏市柏の葉５? １? ５ 環境棟６６８号室 

       東京大学大学院新領域創成科学研究科社会文化環境学専攻社会文化環境学専攻 

味埜 俊（呼び出し・主尋問６０分） 

  2. 立証の趣旨 

(1) 証人が委員として参加した、２００９年１１月１１日開催の国際政策協調学分野の

教授選考委員会の議題、審議内容、審議結果及び学術経営委員会への報告について  

(2) ２００９年１１月１１日開催の教授選考委員会を最後に、同委員会の活動を停止し

た事実、その理由及びその件について学術経営委員会への報告について 

(3) 審議結果報告書（甲１８の３）に、２００９年１１月２５日に開催し、分野変更を

審議・決定したとされる国際政策協調学分野の分野選定委員会について、証人が委員と

して招集手続、議題、審議に関わった事実について 

(4) 審議結果報告書（甲１８の３）の作成に対する証人の関与及び学術経営委員会に対

する報告について 

  3. 尋問事項 

       追って提出する。 

 

第３  証人尋問の申出３ 

  1. 証人の表示 

      〒662-0962  

    兵庫県西宮市松下町４? ２１? ３０４ 

       高木 保興（同行・主尋問４０分） 

  2. 立証の趣旨 

(1) 学融合について  

(2) アカデミックプランの作成経過、内容及び学融合との関係について 
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(3) 分野選定の手続と学融合の推進との関係について 

(4) 分野変更の手続と学融合の推進との関係について 

  3. 尋問事項 

       追って提出する。 

 

第４  本人尋問の申出 

  1. 証人の表示 

    原告（同行・主尋問６０分） 

  2. 立証の趣旨 

(1) 新領域創成科学研究科の教員選考に関する規則について  

(2) ２００５年から始まった国際政策協調学の教授人事の経過について 

(3) ２００９年１１月２５日に国際政策協調学分野の分野選定委員会が設置されるま

でに、国際協力学の基幹専攻会議でも教授懇談会でも国際政策協調学から社会的意思決

定に分野変更することが論議されたことはなかったこと 

(4) ２００９年１０月２６日、原告が山影総合文化研究科長に面談した目的、内容、結

果について 

(5) ２００９年１１月１１日に開催された国際政策協調学分野の教授選考委員会の議

題、審議内容、審議結果等について 

(6) ２００９年１１月２５日に設置された国際政策協調学分野の分野選定委員会は同

日開催されなかったこと 

(7) 審議結果報告書（甲１８の３）について 

  3. 尋問 

       追って提出する。 

以 上 

 

 

 

 


